
'1偽、

『

⑤② 事務連絡
平成２２年７月１６日

蕊鍵謬局|㈱
厚生労働省保険局医療課

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等の一部改正について

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」
（平成18年厚生労働省告示第１０７号。以下「掲示事項等告示」という｡）については、平

成22年厚生労働省告示第268号をもって改正されたところですが、その概要は下記のと
おりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いしま
す。

記

１新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依
頼があった医薬品（内用薬１品目）について、掲示事項等告示の別表第３に収
載することにより、平成23年４月１日以降保険診療における使用医薬品から除
外するものであること。

２１により掲示事項等告示の別表第３に収載されている全医薬品の品目数は、
次のとおりであること。．

区分 内用薬 注射薬 外用薬 歯科用薬剤 計

品目数 １５９ ６０ ２９ ０ ２４８



（参考）
掲示事項等告示

別表第３（平成２３年３月３１日まで）

ＮＣ 薬価基準名 成分名 規格単位

１ 内用薬 アセチルシステイン内用液17.6％「センジュ」 アセチルシステイン 17.6％１mＬ
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